
水田活用の直接支払交付金 

（産地交付金）の振興作物について 

 

● 交付申請書の「②交付申請内容」欄、「水田活用の直接支払交付金」は、 

下表「交付金一覧」に記載の交付金（産地交付金）が対象です。 

産地交付金とは、地域の実情に即して、水田における振興作物等の生産取

組を支援するものです。 

● 申請される方は、すでに提出済みの営農計画書（水稲共済細目書）に記載

されている内容に沿うように申請して下さい。 

● 単価グループ１つにつき１枚の販売伝票等の写しの提出が必要です。 

後日、該当する申請者に詳細をお知らせします。 

● 交付金一覧 

区分 
単価 

グループ 
対 象 品 目 （ 振 興 作 物 ） 

交付単価（※１） 

（10aあたり） 

八
幡
市
農
業
再
生
協
議
会
設
定
分 

１ 

野菜・花き（５２種）  

ねぎ、小松菜、なす、トマト、きゅうり、ほうれん草、 

万願寺とうがらし、伏見とうがらし、かぼちゃ、 

いちご、はくさい、さといも、れんこん、ごぼう、 

えだまめ、ブロッコリー、オクラ、なばな（はなな）、 

えびいも、こかぶ、しそ、みず菜、菊菜、だいこん、 

にんじん、すいか、ピーマン、パプリカ、きゃべつ、 

たまねぎ、じゃがいも、さつまいも、レタス、 

青さやいんげん、さやえんどう、やまのいも、 

ながいも、シロナ、とうもろこし、ズッキーニ、かぶ、 

モロヘイヤ、みぶな、トルコギキョウ、キク、コギク、 

バラ、葉ぼたん、菜の花、ユリ、ストック、ヒマワリ 

９，０００円 

 

 （※１）交付単価は、増減する場合がございます。 


